
1 請願７件（継続１件、新規６件）

農 林 水 産 部 ： ７件 (継続： １件 新規： ６件 )

2 陳情38件（継続27件、新規11件）

農 林 水 産 部 ： １７件 (継続： １４件 新規： ３件 )

商 工 労 働 部 ： ４件 (継続： ３件 新規： １件 )

文化観光スポーツ部： １６件 (継続： １２件 新規： ４件 )

総 務 部 ： ９件 (継続： ３件 新規： ６件 )

環 境 部 ： １件 (継続： １件 新規： )

土 木 建 築 部 ： ２件 (継続： ２件 新規： )

教 育 委 員 会 ： ３件 (継続： １件 新規： ２件 )

※共管の陳情があるため、合計の数字は一致しない。

経済労働委員会付託議案等一覧表

令和７年第４回議会（６月定例会）



(請願)　経済労働委員会　７件 部局計 7 0 0 0

№ 請願番号 件　　　　名 請願者名 紹介議員 所管部局
継続
新規

農林 商工 文観 他

1
令和６年
第 14 号
（継続）

宮古島来間漁港・
浦底漁港にホイス
トクレーンの設置
を求める請願

宮古島漁業協同組
合
代表理事組合長
井上　博基

新里　匠
下地　康教

農 林 水 産 部 継続 ○

2 第 １ 号
ＪＡおきなわが発
表する鶏卵相場等
に関する請願

株式会社　前田鶏
卵
代表取締役
前田　睦己外１人

島袋　　大
次呂久　成崇

農 林 水 産 部 新規 ○

3 第 ３ 号
畜産業支援に関す
る請願

中部地区和牛改良
組合
組合長
安次富　尚

喜屋武　力 農 林 水 産 部 新規 ○

4 第 ４ 号
和牛繁殖農家支援
に対する請願

和牛繁殖農家有志
の会
共同代表
大城　健一外１人

島袋　　大
次呂久　成崇

農 林 水 産 部 新規 ○

5 第 ５ 号
養豚業の経営体質
強化支援に関する
請願

沖縄県養豚振興協
議会
会長　金城　栄

新垣　淑豊 農 林 水 産 部 新規 ○

6 第 ６ 号
酪農経営に関する
請願

沖縄県酪農農業協
同組合
代表理事組合長
高宮城　実孝

島袋　　大
次呂久　成崇

農 林 水 産 部 新規 ○

7 第 ７ 号

県営農地整備事業
西原第４地区の早
期完了を求める請
願

県営西原第４地区
換地評価委員長
池間　仁

新里　匠 農 林 水 産 部 新規 ○

合計 7 0 0 0
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(陳情)　経済労働委員会　38件 部局計 17 4 16 13

№ 陳情番号 件　　　　　　　　名 所管部局
新規
継続

農林 商工 文化 他

1
令 和 ６年
第 62 号
（ 継 続）

誰もが働き続けられる社会に関する
陳情

商 工 労 働 部 継続 ○

2

令 和 ６年
第 72 号
の ２
（ 継 続）

令和６年度「離島・過疎地域振興に
関する要望事項」に関する陳情

農 林 水 産 部
文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部

継続 ○ ○

3
令 和 ６年
第 81 号
（ 継 続）

分蜜糖製糖工場の老朽化対策に関す
る陳情

農 林 水 産 部 継続 ○

4
令 和 ６年
第 100 号
（ 継 続）

羽地内海のしゅんせつを求める陳情
農 林 水 産 部
土 木 建 築 部

継続
○

土木
●

5
令 和 ６年
第 109 号
（ 継 続）

パブリックビーチにおけるライフ
ガード業務従事者の雇用確立と質の
向上並びに業務受託方式の見直しに
関する陳情

文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部
土 木 建 築 部

継続
○

土木
●

6
令 和 ６年
第 111 号
（ 継 続）

世界から選ばれる持続可能な観光地
を目指すことに関する陳情

文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部
環 境 部
商 工 労 働 部
教 育 委 員 会

継続 ●

○
環境
商工
教育

●

7
令 和 ６年
第 128 号
（ 継 続）

沖縄県に国際公認屋内長水路プール
の施設整備を求める陳情

文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部

継続 ○

8
令 和 ６年
第 133 号
（ 継 続）

沖縄県農業政策確立に関する陳情 農 林 水 産 部 継続 ○

9
令 和 ６年
第 134 号
（ 継 続）

沖縄語（うちなーぐち）を沖縄県の
共通語とする条例の制定を求める陳
情

文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部

継続 ○

10

令 和 ６年
第 136 号
の ２
（ 継 続）

令和６年度美ぎ島美しゃ（宮古・八
重山）圏域の振興発展に関する陳情

農 林 水 産 部
文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部

継続 ○ ○

11
令 和 ６年
第 145 号
（ 継 続）

国営石垣島地区土地改良事業及び国
営関連土地改良事業の推進に関する
陳情

農 林 水 産 部 継続 ○

12
令 和 ６年
第 148 号
（ 継 続）

宿泊税制度の導入に関する陳情
文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部
総 務 部

継続
〇

総務
●
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№ 陳情番号 件　　　　　　　　名 所管部局
新規
継続

農林 商工 文化 他

13
令 和 ６年
第 157 号
（ 継 続）

しまくとぅばの日に関する条例の表
記を正しい表現であるしまぬくとぅ
ばの日に改めるよう求める陳情

文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部

継続 ○

14
令 和 ６年
第 158 号
（ 継 続）

下地与那覇地区前浜ビーチ浸食に関
し海浜保全を求める陳情

農 林 水 産 部 継続 ○

15
令 和 ６年
第 160 号
（ 継 続）

水泳競技用室内公認プール新設に関
する陳情

文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部

継続 ○

16
令 和 ６年
第 162 号
（ 継 続）

琉球泡盛で乾杯を推進する条例を制
定するよう求める陳情

商 工 労 働 部 継続 ○

17
令 和 ６年
第 163 号
（ 継 続）

砂糖制度の堅持及び経営安定対策、
サトウキビ生産振興等に関する陳情

農 林 水 産 部 継続 ○

18
令 和 ６年
第 187 号
（ 継 続）

狩俣漁港、大浦湾モズク漁場及び久
松漁港水路に堆積した砂の撤去を求
める陳情

農 林 水 産 部 継続 ○

19
令 和 ６年
第 202 号
（ 継 続）

サトウキビ価格・政策確立に関する
陳情

農 林 水 産 部 継続 ○

20
令 和 ６年
第 205 号
（ 継 続）

漁業調査船に対する十分な予算措置
と水産未利用資源の調査実施を求め
る陳情

農 林 水 産 部 継続 ○

21
令 和 ６年
第 210 号
（ 継 続）

うちなーぐちのカタカナ表記法に反
対する陳情

文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部

継続 ○

22
第 11 号
（ 継 続）

沖縄県内の離島に住所を有する者
は、宿泊税（観光目的税）の課税対
象外とすること等を求める陳情

文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部
総 務 部

継続
○

総務
●

23
第 12 号
（ 継 続）

第３種糸満漁港内に残存する浅瀬・
岩礁等の早期しゅんせつ工事等に関
する陳情

農 林 水 産 部 継続 ○

24
第 14 号
（ 継 続）

沖縄県の宿泊税に関する陳情
文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部

継続 ○

25
第 16 号
（ 継 続）

国への尖閣諸島（魚釣島・北小島・
南小島）周辺海域における係留ブイ
の設置と各地区漁業協同組合への同
意協力を求める陳情

農 林 水 産 部 継続 ○

26
第 23 号
（ 継 続）

尖閣諸島（魚釣島、北小島、南小
島）周辺海域に係留ブイ設置を求め
る陳情

農 林 水 産 部 継続 ○
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№ 陳情番号 件　　　　　　　　名 所管部局
新規
継続

農林 商工 文化 他

27
第 24 号
（ 継 続）

宿泊税の免除を求める陳情 総 務 部 継続
※１
総務

●

28 第 43 号
 「ラーケーションの日」制度の導
入に関する陳情

文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部
教 育 委 員 会

新規
○

教育
●

29 第 45 号 宿泊税の免除に関する陳情 総 務 部 新規
※１
総務

●

30 第 46 号
沖縄県農林水産物条件不利性解消事
業に関する陳情

農 林 水 産 部 新規 ○

31 第 48 号
「おきなわ農林水産物県外出荷促進
事業」に関する陳情

農 林 水 産 部 新規 ○

32 第 63 号
離島住民の宿泊税（観光目的税）の
免除等に関する陳情

文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部
総 務 部

新規
○

総務
●

33 第 67 号
誰もが働き続けられる社会に関する
陳情

商 工 労 働 部 新規 ○

34
第 71 号
の ２

令和７年度「離島・過疎地域振興に
関する要望事項」に関する陳情

農 林 水 産 部
総 務 部

新規 ○
※１
総務

●

35 第 73 号
観光目的税（宿泊税）制度の導入を
求める陳情

総 務 部 新規
※１
総務

●

36 第 86 号 本県の観光施策に関する陳情

総 務 部
文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部
教 育 委 員 会

新規
○

総務
教育

●

37 第 88 号 宿泊税の早期導入に関する陳情 総 務 部 新規
※１
総務

●

38 第 105 号
レンタカー事業者増加問題に関する
陳情

文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部

新規 ○

※網掛けは共管を示す。 合計 17 4 16 13

※共管で○が付いている部局で審査を行う。

※共管で●が付いている部局で審査は行なわない。

※共管で○が複数付いている場合はそれぞれの部局で審査を行う。

※１は、関連陳情と一体的に審査するため、文化観光スポーツ部で審査を行う。
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